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新型コロナウイルス低減計画（COVID-19 Mitigation Plan） 

 

【更なる制限への移行に関する基準】 

以下の①又は②の基準に該当するエリアにおいて、経済活動などに対する制限措置が講じられ
る。 

 

① 7 日間の移動平均の感染率の増加が続いていることに加え、以下のいずれかに該当する場合。 

・新型コロナウイルス類似の症状の入院が 7 日間増加すること 

・病院の定員、使用が増加することによって受け入れ可能な病院の定員が減少すること（ICU の
定員また医療用・外科用病床が 20%未満となること） 

② 3 日間連続で 8％以上の陽性率となること 

 

【再拡大を阻止するための措置】 

 対応１ 対応２ 対応３ 

バー・レストラン 屋内飲食の定員制限
強の化、屋内でのバー
の営業の中止 

屋内飲食の中止 対面営業の禁止（持ち
帰りのみ可能） 

病院 予定されている手術
の実施制限（訪問の制
限、病床使用状況の 1

日 2 度の報告） 

予定されている手術
の中止（緊急患者のた
めの医療リソースの
確保、医療提供可能な
代替的施設の必要性
を考慮） 

医療提供可能な代替
的施設のオープン 

集会、イベント、宗教
上の集会 

人数および収容人数
の追加的制限 

人数および収容人数
の更なる制限 

人数および収容人数
の制限厳格化 

オフィス 病気にかかる可能性
の高い個人のリモー
トワークの実施（可能
な限りのテレワーク
の推進） 

リモートワークの再
開を推進するととも
に、オフィスの収容人
数の制限強化 

必須でないビジネス
のリモートワークの
実施 

集団でのレクリエー
ション活動、ジム*（フ
ィットネスセンター、
スポーツジム） 

収容人数の制限 屋内でのレクリエー
ション活動の中止 

屋内および屋外での
レクリエーション活
動の中止 

小売り* 対面営業の収容人数
の制限 

必須でない小売業の
対面営業の中止（オン

全ての必須ではない
小売業の中止、必須の
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ライン又はカーブサ
イド・ピックアップ
（注）のみ） 

小売業の営業のみを
認める（食料品、医薬
品） 

サロン・パーソナルケ
ア* 

感染拡大エリアと関
係のあるエリアにお
ける営業の一時的な
閉店の実施 

感染拡大エリアの一
時的な閉店の実施 

営業の中止 

 

*地域の状況に応じて措置が講じられる。他の業界についても追加される可能性があることに留
意。 

 

（注）消費者がオンラインで注文した商品を実店舗の駐車場などで車から降りることなく受け取
れるサービス。 
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【地域区分】 
 

 

（出所）イリノイ州政府 


